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設計業務委託特記仕様書

Ⅰ 業務概要
１．業務名称 愛媛大学(重信)基幹・環境整備(排水設備等)（Ⅱ期）設計業務

２．計画施設概要
(1) 施設名称
(2) 敷地の場所 愛媛県東温市志津川（愛媛大学重信団地構内）
(3) 施設用途 学校(大学)

３．履行期限 令和７年３月３１日（月）
※但し、財政法の定めによる承認を得た場合は、
令和７年５月３０日（金）まで延長する予定である。

４．設計与条件
(1) 敷地の条件
a.敷地の面積 191,168㎡ （重信）
b.用途地域及び地区の指定 第1種住居区域

(2) 施設の条件
a.施設の延べ床面積

b.主要構造及び階数

(3) 建設の条件
建設工期 令和７年７月上旬から令和８年３月上旬（予定）

(4) 設計与条件
詳細な設計条件 管更生工法については、「管きょ更生工法における設

計・施工ガイドライン2017年版」等を参考とすること。
なお、管内カメラ調査は実施済である。
管更生の範囲については監督職員との協議による。
測量を実施し、管底深さの確認を行うこと。

Ⅱ 業務仕様
特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書（統一基

準）（令和６年版）」による。

１．特記仕様書の適用
(1) 特記仕様書に記載された特記事項の中で・印の付いたものについては、○印の付いた
ものを適用する。

(2) 表中各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については、記入してある事項のみを
適用する。

(3) 印又は×印で抹消した事項は、全て適用しない。

２．文部科学省設計業務委託特記仕様書における読替等
(1) 公共建築設計業務委託共通仕様書中「調査職員」とあるのは、「監督職員」に読み替
えるものとする。

３．管理技術者の資格要件
管理技術者の資格要件は次による。
・建築士法（昭和25年法律第 202号）による一級建築士
⦿建築士法（昭和25年法律第 202号）による建築設備士

４．プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行
受注者は、プロポーザル方式により設計業務を受注した場合には、技術提案書により提

案された履行体制により当該業務を履行する。

５．計画通知における設計者
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計画通知における設計者は次による。
・受注者
・発注者
・

６．業務範囲
(1) 一般業務
委託した業務内容のうち、対象外業務等欄に記載された業務は、発注者が行うものとする。

①基本設計

業 務 内 容 委託 対象外業務等
(1) 設計条件等の

(ⅰ) 条件整理 ・
整理

(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の
・

協議
(2) 法令上の諸条件

(ⅰ) 法令上の諸条件の調査 ・
の調査及び関係
機関との打合せ (ⅱ) 計画通知に係る関係機関と

・
の打合せ

(3) 上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調
・

査及び関係機関との打合せ
(4) 基本設計方針の

(ⅰ) 総合検討 ・
策定

(ⅱ) 基本設計方針の策定及び
・

説明

(5) 基本設計図書の作成 ・

(6) 概算工事費の検討 ・

(7) 基本設計内容の説明等 ・

②実施設計（建築）

業 務 内 容 委託 対象外業務等
総合（意匠）
(1) 要求等の確認

(ⅰ) 要求等の確認 ・

(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の
・

協議
(2) 法令上の諸条件

(ⅰ) 法令上の諸条件の調査 ・
の調査及び関係
機関との打合せ (ⅱ) 計画通知に係る関係機関

・
との打合せ

(3) 実施設計方針の
(ⅰ) 総合検討 ・

策定
(ⅱ) 実施設計のための基本事項

・
の確定

(ⅲ) 実施設計方針の策定及び
・

説明
(4) 実施設計図書の

(ⅰ) 実施設計図書の作成 ・
作成

(ⅱ) 計画通知図書の作成 ・

(5) 概算工事費の検討 ・

(6) 実施設計内容の説明等 ・

構造
(1) 要求等の確認

(ⅰ) 要求等の確認 ・

(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の
・

協議
(2) 法令上の諸条件

(ⅰ) 法令上の諸条件の調査 ・
の調査及び関係
機関との打合せ (ⅱ) 計画通知に係る関係機関

・
との打合せ
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(3) 実施設計方針の
(ⅰ) 総合検討 ・

策定
(ⅱ) 実施設計のための基本事

・
項の確定

(ⅲ) 実施設計方針の策定及び
・

説明
(4) 実施設計図書の

(ⅰ) 実施設計図書の作成 ・
作成

(ⅱ) 計画通知図書の作成 ・

(5) 概算工事費の検討 ・

(6) 実施設計内容の説明等 ・

③実施設計（設備）

業 務 内 容 委託 対象外業務等
(1) 要求等の確認

(ⅰ) 要求等の確認 ⦿

(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の
⦿

協議
(2) 法令上の諸条件

(ⅰ) 法令上の諸条件の調査 ⦿
の調査及び関係
機関との打合せ (ⅱ) 計画通知に係る関係機関と

・
の打合せ

(3) 実施設計方針の
(ⅰ) 総合検討 ⦿

策定
(ⅱ) 実施設計のための基本事項

⦿
の確定

(ⅲ) 実施設計方針の策定及び
⦿

説明
(4) 実施設計図書の

(ⅰ) 実施設計図書の作成 ⦿
作成

(ⅱ) 計画通知図書の作成 ・

(5) 概算工事費の検討 ⦿

(6) 実施設計内容の説明等 ⦿

④実施設計（土木）

業 務 内 容 委託 対象外業務等
(1) 要求等の確認

(ⅰ) 要求等の確認 ・

(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の
・

協議
(2) 法令上の諸条件

(ⅰ) 法令上の諸条件の調査 ・
の調査及び関係
機関との打合せ (ⅱ) 計画通知に係る関係機関と

・
の打合せ

(3) 実施設計方針の
(ⅰ) 総合検討 ・

策定
(ⅱ) 実施設計のための基本事項

・
の確定

(ⅲ) 実施設計方針の策定及び
・

説明
(4) 実施設計図書の

(ⅰ) 実施設計図書の作成 ・
作成

(ⅱ) 計画通知図書の作成 ・

(5) 概算工事費の検討 ・

(6) 実施設計内容の説明等 ・
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⑤設計意図の伝達

業 務 内 容 委託 対象外業務等

(1) 設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等 ・

(2) 工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の
・

観点からの検討、助言等
※遅滞ない設計意図伝達の実施について
設計者が設計意図を遅滞なく伝達することが、工事の生産性向上に資することを十

分認識した上で、常に工事の工程を確認し業務を実施すること。工事の工程に合わせ
て検討、報告等の期限が設定された場合は、これを遵守すること。
※ワンデーレスポンス
ワンデーレスポンスとは、工事の受注者等からの質問、協議に対して発注者が、基

本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。なお、即日回答が困難
な場合に、いつまでに回答が可能かについても工事の受注者等と協議を行い、回答期
限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることを含んでいる。
本業務受注者は、工事の受注者等からの質問、協議のうち、本業務に関する事項に
ついて、発注者が「その日のうち」に何らかの対応が可能な体制を整備するなど、必
要な協力をしなければならない。なお、質問、協議の内容により、ワンデーレスポン
スの実施において即日の対応が困難な場合は監督職員と協議の上、期限を確認すると
ともに、これを遵守すること。

(2) 追加業務
⦿積算業務
⦿積算数量算出書の作成（数量調書の作成を含む。）
・単価作成資料の作成（単価の決定及び単価調書の作成を含む。）
⦿見積徴収及び見積検討資料の作成（単価の決定及び単価調書の作成を含む。）
⦿工事費内訳書の作成（直接工事費の算出までとし、共通費の算出は含まない。
ただし、積み上げによる共通費の算出は含む。）

・透視図作成
〔種類（ ）判の大きさ（ ）、枚数（ ）、額の有無（ ）及び材料
（ ）〕

・透視図の写真撮影
〔カット枚数（ ）、判の大きさ（ ）及び白黒・カラーの別（ ）〕

・模型製作
〔縮尺（ ）、主要材料（ ）、ケースの有無（ ）及び材質（ ）〕

・模型の写真撮影
〔カット枚数（ ）、判の大きさ（ ）及び白黒・カラーの別（ ）〕

・計画通知手続き業務（手数料を含む。）
・市区町村指導要綱等による中高層建築物の届出書の作成及び手続き業務
（標識看板の作成、設置報告書の提出、日影図の作成）

・建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する資料の作成及び手続き業務（手数料
を含む。）

・国立研究開発法人研究所のWebプログラム「エネルギー消費性能計算プログラム
（非住宅版）標準入力法」によるエネルギー消費性能検証業務（総合）
※対象建物は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のBELS（建築物省エネルギ
ー性能表示制度）にてZEB Oriented相当（BEI≦0.6）を目標とすること（認証評
価は申請不要）。

・防災計画評定又は防災性能評価に関する資料の作成及び手続き業務（手数料を含
む。）

・構造評定又は構造性能評価に関する資料の作成及び手続き業務（手数料を含む。）
・コスト縮減検討報告書の作成

設計にあたって、コスト縮減対策として有効なものとして採択した事項及び縮減
効果等をコスト縮減検討報告書として取りまとめを行う。

・ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の算定
各段階（基本設計、実施設計）に応じた算定方法（略算法、精算法）により、

ＬＣＣの検討を行う。
・グリーン購入計画書の作成

設計にあたって、環境負荷を低減できる材料等について検討を行い、設計に反映
させるものとし、その検討内容をグリーン購入計画書として取りまとめを行う。

・リサイクル計画書の作成
設計にあたって、建設副産物対策（発生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹

底）について検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をリサイクル
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計画書として取りまとめを行う。
・環境保全性能評価の実施

設計成果について、下記により評価を実施し、その結果を提出する。
① 総合的な環境保全性能の評価（評価の方式を記載する ）
② 生涯二酸化炭素排出量（LCCO 2）の評価（評価の方式を記載する ）
③ 建築物のエネルギー消費性能の評価（評価の方式を記載する ）

・工事工程表の作成
・住民説明用資料の作成及び支援
・

７．業務の実施
(1) 一般事項
① 業務は、提示された設計与条件、適用基準類によって行う。
② 業務の着手にあたり、目標となる工事費は監督職員と協議するものとする。

(2) 環境保全性能

(3) 環境配慮型プロポーザル方式において実施すべきと判断した技術提案
（特定後、技術提案書に基づく提案を特記する。）

(4) 協議及び記録
協議は次の時期に行い、その記録を書面に残すものとする。

① 監督職員又は管理技術者が必要と認めたとき
② その他（ ）

(5) 適用基準類
関係法令のほか、次の基準等による。

① 共 通
・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（統一基準） （平成 25年版）
・官庁施設の環境保全性基準（統一基準） （令和 4年版）

② 建築
・公共建築工事標準仕様書（統一基準）（建築工事編） （令和 4年版）
・文部科学省建築工事標準仕様書（特記基準） （令和 4年版）
・公共建築改修工事標準仕様書（統一基準）（建築工事編） （令和 4年版）
・文部科学省建築改修工事標準仕様書（特記基準） （令和 4年版）
・建築構造設計指針 （平成 21年版）
・公共建築木造工事標準仕様書（統一基準） （令和 4年版）
・建築工事特記仕様書書式 （令和 4年版）※
・

③ 建築積算
・公共建築工事積算基準(統一基準) （平成 28年版）
・公共建築工事共通費積算基準(統一基準) （令和 6年版）
・公共建築工事標準単価積算基準(統一基準) （令和 6年版）
・公共建築数量積算基準(統一基準) （令和 5年版）
・公共建築工事内訳書標準書式(統一基準)(建築工事編) （令和 5年版）
・公共建築工事見積標準書式(統一基準)(建築工事編) （令和 5年版）
・公共建築工事積算基準等資料 （令和 6年版）
・

④ 設備
・公共建築工事標準仕様書（統一基準）（電気設備工事編） （令和 4年版）
・文部科学省電気設備工事標準仕様書（特記基準） （令和 4年版）
・公共建築改修工事標準仕様書(統一基準)(電気設備工事編) （令和 4年版）
・公共建築設備工事標準図(統一基準)(電気設備工事編) （令和 4年版）
・文部科学省電気設備工事標準図（特記基準） （令和 4年版）
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⦿建築設備設計基準 （令和 6年版）
・電気設備工事特記仕様書書式 （令和 4年版）※
⦿建築設備耐震設計・施工指針 （ 2014年版）

（建設省住宅局建築指導課監修）
⦿公共建築工事標準仕様書（統一基準）（機械設備工事編） （令和 4年版）
⦿文部科学省機械設備工事標準仕様書（特記基準） （令和 4年版）
⦿公共建築改修工事標準仕様書(統一基準)(機械設備工事編) （令和 4年版）
⦿公共建築設備工事標準図(統一基準)(機械設備工事編) （令和 4年版）
⦿文部科学省機械設備工事標準図（特記基準） （平成 31年版）
⦿機械設備工事特記仕様書書式 （令和 4年版）※
・

⑤ 設備積算
⦿公共建築工事積算基準（統一基準） （平成 28年版）
⦿公共建築工事共通費積算基準(統一基準) （令和 6年版）
⦿公共建築工事標準単価積算基準(統一基準) （令和 6年版）
⦿公共建築設備数量積算基準(統一基準) （令和 5年版）
⦿公共建築工事内訳書標準書式(統一基準)(設備工事編) （令和 5年版）
⦿公共建築工事見積標準書式(統一基準)(設備工事編) （令和 5年版）
⦿文部科学省建築工事標準単価積算基準（特記基準） （平成 31年版）
⦿公共建築工事積算基準等資料 （令和 6年版）
・

⑥ 土木
・文部科学省土木工事標準仕様書 （令和 4年版）
・

⑦ 土木積算
・文教施設工事積算要領（土木工事） （令和 3年版）
・

(6) 参考資料
業務の実施に当たり、参考とする資料は次のものとする。
・建築物のライフサイクルコスト（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
（平成３１年版）
⦿対象既設建物の設計図（ＰＤＦデータ等）
⦿設計図書作成資料

(7) 適用基準類及び参考資料の貸与
適用基準類及び参考資料のうち※印を付したものは、１部貸与することができる。

８．成果物及び提出部数等
(1) 基本設計

陽画焼
成 果 物 原図 製本形態 摘 要

又は複写
一般業務
ａ．総合
・基本計画説明書 各１部 ( )部 Ａ 判
・基本設計図 各１部 ( )部

仕様概要書
仕上概要表
面積表及び求積図
敷地案内図
配置図
平面図（各階）
断面図
立面図
矩計図（主要部詳細）
日影図

・工事費概算書 各１部 ( )部

ｂ．構造
・構造計画説明書 各１部 ( )部 Ａ 判
・構造設計概要書 各１部 ( )部
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・工事費概算書 各１部 ( )部

ｃ．設備（電気設備）
・電気設備計画説明書 各１部 ( )部 Ａ 判
・電気設備設計概要書 各１部 ( )部
・工事費概算書 各１部 ( )部
・各種技術資料 各１部 ( )部

ｄ．設備（給排水衛生設備）
・給排水衛生設備計画説明書 各１部 ( )部 Ａ 判
・給排水衛生設備設計概要書 各１部 ( )部
・工事費概算書 各１部 ( )部
・各種技術資料 各１部 ( )部

ｅ．設備（空調換気設備）
・空調換気設備計画説明書 各１部 ( )部 Ａ 判
・空調換気設備設計概要書 各１部 ( )部
・工事費概算書 各１部 ( )部
・各種技術資料 各１部 ( )部

ｆ．設備（昇降機等）
・昇降機等計画説明書 各１部 ( )部 Ａ 判
・昇降機等設計概要書 各１部 ( )部
・工事費概算書 各１部 ( )部
・各種技術資料 各１部 ( )部

ｇ．土木
・土木計画説明書 各１部 ( )部 Ａ 判
・土木設計概要書 各１部 ( )部
・工事費概算書 各１部 ( )部
・各種技術資料 各１部 ( )部

ｈ．追加業務
・透視図 各１部 ( )部
・透視図の写真 各１部 ( )部
・模型※
・模型の写真 各１部 ( )部
・コスト縮減検討報告書 各１部 ( )部
・ライフサイクルコスト算定 各１部 ( )部
資料

・工事工程表
・（ ）

ｉ．その他
・各記録書 各１部 ( )部
・（ ）

ｊ．電子データ
・ａ～ｉまでの電子データ ( )部
（※印を除く）

(注)：「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計を
とりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建
築物の設備に関する設計を言う。

：「構造」及び「設備」の成果物は、「総合」の成果物の中に含めることもできる。
：「昇降機等」には、機械式駐車場を含む。
：「計画説明書」には、設計趣旨及び計画概要に関する記載を含む。
：「設計概要書」には、仕様概要及び計画図に関する記載を含む。
：基本設計図は、適宜、追加してもよい。
：成果物は、監督職員の指示により製本し、原図はケース収納とする。

(2) 実施設計

陽 画 焼
成 果 物 原図 製本形態 摘 要

又は複写
ａ．総合（意匠）
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・建築物概要書 各１部 ( )部 Ａ 判
・総合（意匠）設計図 各１部 ( )部 白焼き製本 Ａ 判

特記仕様書 (A-1二つ折
仕上表 り) 1部
面積表及び求積図 白焼きﾊﾞﾗ
敷地案内図 1部
配置図
平面図（各階）
断面図
立面図（各面）
矩計図
展開図
天井伏図（各階）
平面詳細図
断面詳細図
部分詳細図
建具表
外構図

（ ）
（ ）

・各種計算書 各１部 ( )部
・工事費概算書 各１部 ( )部
・計画通知図書※ 各１部 ( )部

ｂ．構造
・構造設計図 各１部 ( )部 Ａ 判

特記仕様書
伏図（各階）
軸組図
部材断面図
標準詳細図
部分詳細図

（ ）
・構造計算書 各１部 ( )部
・工事費概算書 各１部 ( )部
・計画通知図書※ 各１部 ( )部

ｃ．設備（電気設備）
・電気設備設計図 各１部 ( )部 白焼き製本 Ａ 判

特記仕様書 (A-1二つ折
敷地案内図･配置図 り)１部
防火区画図･工区図 白焼きバラ
電灯設備図 １部
動力設備図
電熱設備図
雷保護設備図
受変電設備図
電力貯蔵設備図
発電設備図
構内情報通信網設備図
構内交換設備図
情報表示設備図
映像・音響設備図
拡声設備図
誘導支援設備図
テレビ共同受信設備図
監視カメラ設備図
駐車場管制設備図
防犯・入退室管理設備図
火災報知設備図
中央監視制御設備図
構内配電線路図
構内通信線路図
ﾃﾚﾋﾞ電波障害防除設備図
仮設図（強電･弱電設備）
撤去図（強電･弱電設備）
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（ ）
（ ）

・各種計算書 各１部 ( )部
・工事費概算書 各１部 ( )部
・計画通知図書※ 各１部 ( )部

ｄ．設備（給排水衛生設備）
⦿給排水衛生設備設計図 各１部 ( １)部 白焼き製本 Ａ２判

特記仕様書 (A-1二つ折
敷地案内図 り)１部
配置図 白焼きバラ
断面図 １部
防火区画図
機器表
衛生器具設備図
給水設備図
排水設備図（管更生・開削
工法）
雨水設備図（管更生・開削
工法）
縦断図
構造詳細図
雨水・排水再利用設備図
給湯設備図
消火設備図
ガス設備図
浄化槽設備図
さく井設備図
屋外設備図(外構工事含む)
撤去図
仮設備

（ ）
（ ）

⦿各種計算書 各１部 ( １)部
⦿工事費概算書 各１部 ( １)部
・計画通知図書※ 各１部 ( )部

ｅ．設備（空調換気設備）
・空気調和設備設計図 各１部 ( )部 白焼き製本 Ａ 判

特記仕様書 (A-1二つ折
敷地案内図 り)１部
配置図 白焼きバラ
機器表 １部
暖房設備図
空気調和設備図
換気設備図
自動制御設備図
排煙設備図
屋外設備図
撤去図
仮設備

（ ）
（ ）

・各種計算書 各１部 ( )部
・工事費概算書 各１部 ( )部
・計画通知図書※ 各１部 ( )部

ｆ．設備（昇降機等設備）
・昇降機設備設計図 各１部 ( )部 Ａ 判

特記仕様書
敷地案内図
配置図
自動制御設備図
昇降機設備図
特殊搬送設備図
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（ ）
（ ）

・各種計算書 各１部 ( )部
・工事費概算書 各１部 ( )部
・計画通知図書※ 各１部 ( )部

ｇ．土木
・土木設計図 各１部 ( )部 Ａ 判

［共通］
・特記仕様書
・敷地案内図
・配置図
・（ ）

［仮設工］
・平面図
・構造詳細図
・（ ）

［敷地造成及び土工］
・開発地域現況図
・土地利用計画図
・排水系統図
・地質平面図
・地質断面図
・造成計画図
・造成計画断面図
・防災施設図
・法面保護図
・地盤改良図
・（ ）

［道路土工］
・平面図
・縦断図
・横断図
・標準横断図
・舗装詳細図
・道路附属施設詳細図
・（ ）

［広場・歩道舗装］
・平面図
・縦断図
・横断図
・標準横断図
・舗装詳細図
・広場・歩道附属施設詳細図
・（ ）

［排水工］
・平面図
・縦断図
・構造詳細図
・（ ）

［共同溝］
・平面図
・縦断図
・構造詳細図
・（ ）

［法面保護］
・平面図
・展開図
・構造詳細図
・（ ）

［運動場］
・平面図
・排水計画図
・構造詳細図
・（ ）

［環境緑化］
・平面図
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・構造詳細図
・（ ）

［取りこわし及び舗装補修］
・平面図
・構造詳細図
・（ ）

［その他］
・各種計算書 各１部 ( )部
・工事費概算書 各１部 ( )部
・計画通知図書※ 各１部 ( )部
・（ ）
・（ ）

ｈ．建築積算
・建築工事積算数量算出書 各１部 ( )部
・建築工事積算数量調書 各１部 ( )部
・単価作成資料 各１部 ( )部
・見積検討資料（見積書含む） 各１部 ( )部
・建築工事工事費内訳書 各１部 ( )部
・（ ） 各１部 ( )部
・（ ）

ｉ．電気設備積算
・電気設備工事積算数量算出書 各１部 ( )部
・電気設備工事積算数量調書 各１部 ( )部
・単価作成資料 各１部 ( )部
・見積検討資料（見積書含む） 各１部 ( )部
・電気設備工事工事費内訳書 各１部 ( )部
・（単価入り内訳書 ） 各１部 ( )部
・（ ）

ｊ．機械設備積算
⦿機械設備工事積算数量算出書 各１部 ( １)部
⦿機械設備工事積算数量調書 各１部 ( １)部
・単価作成資料 各１部 ( )部
⦿見積検討資料（見積書含む） 各１部 ( １)部
⦿機械設備工事工事費内訳書 各１部 ( １)部
⦿（単価抜き内訳書 ） 各１部 ( １)部
・（ ）

ｋ．土木積算
・土木工事積算数量算出書 各１部 ( )部
・土木工事積算数量調書 各１部 ( )部
・単価作成資料 各１部 ( )部
・見積検討資料（見積書含む） 各１部 ( )部
・土木工事工事費内訳書 各１部 ( )部
・（ ）
・（ ）

ｌ．追加業務
・透視図 各１部 ( )部
・透視図の写真 各１部 ( )部
・模型※
・模型の写真 各１部 ( )部
・中高層建築物の届出書※ 各１部 ( )部
・建築物エネルギー消費性能適 各１部 ( )部
合性判定に関する資料

・防災計画等に関する資料 各１部 ( )部
・構造性能評価等に関する資料 各１部 ( )部
・コスト縮減検討報告書 各１部 ( )部
・ライフサイクルコスト算定資 各１部 ( )部
料

・グリーン購入計画書 各１部 ( )部
・リサイクル計画書 各１部 ( )部
・環境保全性評価 各１部 ( )部
・工事工程表 各１部 ( )部
・住民説明用資料 各１部 ( )部
・（ ）
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ｍ．その他
⦿各記録書 各１部 ( １)部
・（ ）

ｎ．電子データ
⦿ａ～ｍまでの電子データ (１)部
（※印は除く）

(注)：「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計を
とりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは、
建築物の設備に関する設計を言う。

：「構造」の成果物は、総合（意匠）実施設計の成果物の中に含めることもできる。
：設計図は、適宜、追加・削除してもよい。
：積算数量算出書には、拾い図等を含む。
：成果物は、監督職員の指示により、製本し、原図はケース収納とする。

９．成果物の体裁等
(1) 実施設計の設計原図には、表題欄に設計業務名、受注者名表示・押印、工事名称、図
面名称、縮尺、図面番号及び発注部局表示・押印等の欄を設ける。

(2) 電子データの成果物は下記による。
①電子媒体
⦿ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ等
・（ ）

②ファイル形式
⦿文書、計算書の類はword、excel又はPDF形式を基本とする。
⦿図面はJWW形式を基本とし、かつPDF形式も合わせて収録する。
また、JWW形式以外の形式（DWG形式等）については変換ソフト等を使用しJWW形
式に変換すること。なお、他の形式からJWW形式に変換した場合は、元データと
比較し文字や線種、縮尺等に誤りがないことを確認する。

⦿写真類はJPEG、又はPDF形式を基本とする。

③電子媒体の提出は、別紙１のとおりとする。なお、電子データの成果物に対する共
通仕様書に基づく署名又は捺印は、別紙１の措置をもって代えることとする。

④提出されたＣＡＤデータは、当該施設に係る工事の受注者に貸与し当該工事におけ
る施工図及び完成図の作成に設計業務委託契約要項第８条第１項の規定の範囲で利
用することができる。



参考



参考



参考



別紙１　電子媒体の提出について別紙１　電子媒体の提出について別紙１　電子媒体の提出について別紙１　電子媒体の提出について別紙１　電子媒体の提出について別紙１　電子媒体の提出について別紙１　電子媒体の提出について

電子媒体の提出は以下の通りとする。電子媒体の提出は以下の通りとする。電子媒体の提出は以下の通りとする。電子媒体の提出は以下の通りとする。電子媒体の提出は以下の通りとする。電子媒体の提出は以下の通りとする。電子媒体の提出は以下の通りとする。

電子媒体納品書電子媒体納品書電子媒体納品書電子媒体納品書電子媒体納品書電子媒体納品書電子媒体納品書

主任監督職員主任監督職員主任監督職員主任監督職員主任監督職員主任監督職員主任監督職員
殿殿殿殿殿殿殿

受注者　（住所）受注者　（住所）受注者　（住所）受注者　（住所）受注者　（住所）受注者　（住所）受注者　（住所）

（氏名）（氏名）（氏名）（氏名）（氏名）（氏名）（氏名）

（管理技術者　氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　印（管理技術者　氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　印（管理技術者　氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　印（管理技術者　氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　印（管理技術者　氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　印（管理技術者　氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　印（管理技術者　氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

記記記記記記記

下記のとおり電子媒体を納品します。下記のとおり電子媒体を納品します。下記のとおり電子媒体を納品します。下記のとおり電子媒体を納品します。下記のとおり電子媒体を納品します。下記のとおり電子媒体を納品します。下記のとおり電子媒体を納品します。

工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名

電子媒体の種類電子媒体の種類電子媒体の種類電子媒体の種類電子媒体の種類電子媒体の種類電子媒体の種類 規格規格規格規格規格規格規格 単位単位単位単位単位単位単位 数量数量数量数量数量数量数量 備考備考備考備考備考備考備考

工事番号工事番号工事番号工事番号工事番号工事番号工事番号

納品年月納品年月納品年月納品年月納品年月納品年月納品年月

備考備考備考備考備考備考備考

電子媒体納品書の書式例電子媒体納品書の書式例電子媒体納品書の書式例電子媒体納品書の書式例電子媒体納品書の書式例電子媒体納品書の書式例電子媒体納品書の書式例

CD-R のラベル記載例CD-R のラベル記載例CD-R のラベル記載例CD-R のラベル記載例CD-R のラベル記載例CD-R のラベル記載例CD-R のラベル記載例

ウイルスチェックに関する情報ウイルスチェックに関する情報ウイルスチェックに関する情報ウイルスチェックに関する情報ウイルスチェックに関する情報ウイルスチェックに関する情報ウイルスチェックに関する情報
ウイルス対策ソフト名：○○○○○○○ウイルス対策ソフト名：○○○○○○○ウイルス対策ソフト名：○○○○○○○ウイルス対策ソフト名：○○○○○○○ウイルス対策ソフト名：○○○○○○○ウイルス対策ソフト名：○○○○○○○ウイルス対策ソフト名：○○○○○○○
ウイルス定義：0000年00月00日ウイルス定義：0000年00月00日ウイルス定義：0000年00月00日ウイルス定義：0000年00月00日ウイルス定義：0000年00月00日ウイルス定義：0000年00月00日ウイルス定義：0000年00月00日
チェック年月日：0000年00月00日チェック年月日：0000年00月00日チェック年月日：0000年00月00日チェック年月日：0000年00月00日チェック年月日：0000年00月00日チェック年月日：0000年00月00日チェック年月日：0000年00月00日

○ ○ 図○ ○ 図○ ○ 図○ ○ 図○ ○ 図○ ○ 図○ ○ 図

令和○年○月令和○年○月令和○年○月令和○年○月令和○年○月令和○年○月令和○年○月

フォーマット形式：JOLIETフォーマット形式：JOLIETフォーマット形式：JOLIETフォーマット形式：JOLIETフォーマット形式：JOLIETフォーマット形式：JOLIETフォーマット形式：JOLIET
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設 計 業 務 委 託 現 場 説 明 書 

 

１．設 計 業 務 名  愛媛大学(重信)基幹・環境設備(排水設備等)(Ⅱ期)設計業務    

 

２．履 行 期 限  令和７年３月３１日（月）                    

                     ※但し、財政法の定めによる承認を得た場合は、         

                     令和７年５月３０日（金）まで延長する予定である。       

 

３．一 般 事 項 

現場説明書の適用方法 

(1) ・印で始まる事項については，○印を付した事項のみ適用する。 

(2) 文中の各欄に数字，文字記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適

用する。 

(3)   印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。 

 

４．設計業務委託特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）における読替等 

(1) 設計業務委託共通仕様書中（以下「共通仕様書」という。）「調査職員」とあるの

は，「監督職員」に読み替えるものとする。 

 

５．業務計画書 

共通仕様書に定める業務計画書の内容は次のとおりとする。 

(1) 業務実施体制 

(2) 管理技術者の経歴等 

(3)  主任技術者の経歴等 

(4) 協力者の名称，分担業務分野等 

 

６．業務工程表 

  ・提出する。 

 ・提出しない。 

(1) 受注者は，設計業務委託契約要項（以下「要項」という。）第 4 条に規定する業務

工程表には，次の事項を記載しなければならない。 

ア 業務工程 

イ 発注者が必要に応じて指示するその他の事項 

(2) 受注者は，業務工程表の重要な内容を変更する場合は，その理由を明確にし，その

都度変更業務工程表を発注者に提出しなければならない。 

(3) 受注者は，発注者が指示した事項については，更に詳細な業務工程に係る資料を提

出しなければならない。 
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７．要項の運用 

(1) 総則 

① 要項第 1 条第 3 項に規定する発注者の指示は，特記仕様書を補足するものであっ

て，発注者は，特記仕様書の内容に実質的変更を加えるような指示を受注者に行う

ことはできない。 

② 業務を行うに当たって必要とされる具体的遵守事項，業務の詳細及び発注者が意

図する成果物の具体的内容は，特記仕様書に定めるところによるものとする。 

(2) 指示及び協議の記録 

   指示等は，指示簿，連絡簿その他の帳簿に必要な事項を記載し，発注者及び受注者

が署名押印することにより書面の交付に代えることができる。 

(3) 関連設計業務との調整 

① 発注者は，要項第 3 条に規定する調整として，設計業務委託契約書（以下「契約

書」という。）若しくは特記仕様書の変更又は業務の中止を伴う調整を行うことは

できない。 

② 要項第 3 条に規定する「必要があるとき」とは，受注者若しくは発注者から設計

業務の受注をしている第三者のいずれかからの申出があり発注者が承諾した場合又

は発注者が設計業務全体の円滑な実施のために必要と判断した場合をいう。 

③ 受注者は，要項第 3 条に規定する発注者の調整に従ったことを理由として，業務

委託料の変更又は必要な費用の負担を発注者に請求することはできない。 

(4) 契約の保証について 

  受注者は，要項第 5 条第 1 項に規定する保証を付した場合は，次の各号に掲げるい

ずれかの書面を発注者に提出しなければならない。 

① 契約保証金として納付するものが，現金の場合は，金融機関の払込金受取書及び

契約保証金納付書 

ア 払込金受取書は，伊予銀行一万支店の本学の指定する口座に契約保証金の金額

に相当する金額の現金を払込んで交付を受けること。 

イ 払込金受取書の宛名の欄には，国立大学法人愛媛大学 学長 仁科弘重と記載

するように申込むこと。 

ウ 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについて

は，契約責任者の指示に従うこと。 

エ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は国立

大学法人愛媛大学契約事務取扱規程第 43第 1項の規定により国立大学法人愛媛大

学に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、

別途、超過分を徴収する。 

オ 受注者は，業務完了後，業務委託料の支払請求書の提出とともに払込金払渡請

求書を提出すること。 

② 契約保証金の納付に代わる担保が，国債（国債に関する法律の規定により登録さ

れた国債を除く。），政府の保証のある債券，予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令

第 165 号）第 78 条第 1 項第二号に規定する債券，日本国有鉄道改革法（昭和 61 年

法律第 87 号）附則第 2 項の規定による廃止前の日本国有鉄道法（昭和 23 年法律第
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256 号）第 1 条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等

に関する法律（昭和 59 年法律第 85 号）附則第 4 条第 1 項の規定による解散前の日

本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの，地方債（社債

等登録法の規定により登録された地方債を除く。）及び契約責任者が確実と認める

社債の場合は，当該有価証券及び契約保証金納付書。 

ア 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについて

は，契約責任者の指示に従うこと。 

イ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は国立

大学法人愛媛大学契約事務取扱規程第 43第 1項の規定により国立大学法人愛媛大

学に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、

別途、超過分を徴収する。 

ウ 受注者は，業務完了後，業務委託料の支払請求書の提出とともに保管有価証券

払渡請求書を提出すること。 

③ 契約保証金の納付に代わる担保が，登録された国債又は地方債の場合は，当該登

録済通知書又は登録済書並びに契約保証金納付書 

ア 当該有価証券に質権設定の登録手続を行い提出すること。 

イ 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについて

は，契約責任者の指示に従うこと。 

ウ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は国立

大学法人愛媛大学契約事務取扱規程第 43第 1項の規定により国立大学法人愛媛大

学に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、

別途、超過分を徴収する。 

エ 受注者は，業務完了後，業務委託料の支払請求書の提出とともに保管有価証券

払渡請求書を提出すること。 

④ 契約保証金の納付に代わる担保が，銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関

が振り出し又は支払を保証した小切手，銀行又は契約責任者が確実と認める金融機

関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は，当該有価証券及び契

約保証金納付書 

ア 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについて

は，契約責任者の指示に従うこと。 

イ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は国立

大学法人愛媛大学契約事務取扱規程第 43第 1項の規定により国立大学法人愛媛大

学に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、

別途、超過分を徴収する。 

ウ 受注者は，業務完了後，業務委託料の支払請求書の提出とともに保管有価証券

払渡請求書を提出すること。 

⑤ 契約保証金の納付に代わる担保が，銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関

に対する定期預金債権の場合は，当該債権に係る証書及び当該債権に係る債権者で

ある銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書

面及び契約保証金納付書 
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ア 当該債権に質権を設定し提出すること。 

イ 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについて

は，発注者の指示に従うこと。 

ウ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は国立

大学法人愛媛大学契約事務取扱規程第 43第 1項の規定により国立大学法人愛媛大

学に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、

別途、超過分を徴収する。 

エ 受注者は，業務完了後，契約責任者から当該債権に係る証書及び当該債権に係

る債権者である銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定

日付のある書面の返還を受けるものとする。 

⑥ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契

約保証金納付書 

ア 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は，出資の受入れ預り金及び

金利等の取締りに関する法律（昭和 29 年法律第 195 号）第 3 条に規定する金融機

関である銀行，信託会社，保険会社，信用金庫，信用金庫連合会，労働金庫，労

働金庫連合会，農林中央金庫，商工組合中央金庫，信用協同組合，農業協同組合，

水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合（以下「銀行等」とい

う。）又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）第

2 条第 4 項に規定する保証事業会社（以下「金融機関等」と総称する。）とする。 

イ 保証書の宛名の欄には，国立大学法人愛媛大学 学長 仁科弘重と記載するよ

うに申込むこと。 

ウ 保証債務の内容は，契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いである

こと。 

エ 保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には，契約書に記載される業務名が記

載されるように申込むこと。 

オ 保証金額は，契約保証金の金額以上とすること。 

カ 保証期間は，履行期限を含むものとすること。 

キ 保証債務履行請求の有効期間は，保証期間経過後 6 カ月以上確保されるものと

すること。 

ク 業務委託料の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更す

る場合等の取扱いについては，契約責任者の指示に従うこと。 

ケ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は国立

大学法人愛媛大学契約事務取扱規程第 43第 1項の規定により国立大学法人愛媛大

学に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、

別途、超過分を徴収する。 

コ 受注者は，銀行等が保証した場合にあっては，業務完了後，契約責任者から保

証書（変更契約書を含む。)の返還を受け，銀行等に返還すること｡ 

⑦ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券 

ア 公共工事履行保証証券とは，保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保

証する保証である。 
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イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には，国立大学法人愛媛大学 学長 仁科弘

重と記載するように申込むこと。 

ウ 証券上の主契約の内容としての業務名の欄には，契約書に記載される業務名が

記載されるように申込むこと。 

エ 保証金額は，業務委託料の 10 分の 1 の金額以上とする。 

オ 保証期間は，履行期限を含むものとすること。 

カ 業務委託料の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更す

る場合等の取扱いについては，契約責任者の指示に従うこと。 

キ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は国立

大学法人愛媛大学契約事務取扱規程第 43第 1項の規定により国立大学法人愛媛大

学に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、

別途、超過分を徴収する。 

⑧ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券 

ア 履行保証保険とは，保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保

険である。 

イ 履行保証保険は，定額てん補方式を申込むこと。 

ウ 保険証券の宛名の欄には，国立大学法人愛媛大学 学長 仁科弘重と記載する

ように申込むこと。 

エ 証券上の契約の内容としての業務名の欄には，契約書に記載される業務名が記

載されるように申込むこと。 

オ 保険金額は，業務委託料の 10 分の 1 の金額以上とする。 

カ 保険期間は，履行期限を含むものとすること。 

キ 業務委託料の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては，契約責

任者の指示に従うこと。 

ク 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は国立

大学法人愛媛大学契約事務取扱規程第 43第 1項の規定により国立大学法人愛媛大

学に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、

別途、超過分を徴収する。 

(5) 著作権の帰属 

  受注者は，要項第 7 条第 2 項及び第 3 項の規定により講じている措置の内容を発注

者に通知しなければならない。 

(6) 再委託等 

   要項第 11 条に規定する「その他必要な事項」とは，業務の一部を委任し，又は請け

負わせた第三者の住所，当該業務の内容，担当責任者の氏名，資格及び経歴とする。 

(7) 特許権等の使用 

①  発注者が特許権等の対象となっている実施方法等の使用を指定した場合におい

て，特記仕様書，契約責任者の指示又は発注者と受注者との協議に特許権等の対象

である旨の明示がないときに，受注者がその存在を知ったときは，直ちにその旨を

発注者に通知しなければならない。 

② 要項第 12 条ただし書きの規定により受注者が費用の負担を発注者に請求する場
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合は，受注者が特許権等を有する第三者と補償条件の交渉等を行う前に発注者と受

注者とが協議しなければならない。 

(8) 監督職員 

  発注者は，要項第 13 条第 2 項各号に規定する権限を監督職員に委任しない場合は，

その内容を受注者に通知しなければならない。当該通知がない場合は，要項第 13 条

第 2 項各号に規定するすべての権限を監督職員は有するものとみなす。 

(9) 管理技術者 

① 要項第 14 条第 1 項に規定する「その他必要な事項」とは，管理技術者の資格及び

経歴その他特記仕様書に定めるものとし，受注者は，通知書に当該資格の資格証又

は免許証の写しを添付しなければならない。 

② 要項第 14 条第 3 項に規定する通知がない場合は，受注者の一切の権限（要項第

14 条第 2 項の規定により行使することができないとされた権限を除く。）を管理技

術者は行使することができるものとみなす。 

(10) 実施報告 

① 受注者は，発注者の指示により，業務の実施状況について発注者に報告しなけれ

ばならない。 

② 受注者は，発注者の請求に応じて実施済の業務の成果，業務の進捗状況，今後の

残業務内訳及びその工程計画その他必要な事項を付して発注者に報告しなければな

らない。 

(11) 管理技術者等に対する措置請求 

① 要項第 16 条第 1 項及び第 3 項に規定する「必要な措置」とは，発注者又は受注者

が判断する措置で，不適当な行為を繰り返さないための是正措置の指示，当該管理

技術者等の交代の請求その他適当な措置をいう。 

(12) 業務の中止 

  要項第 21 条第 2 項に規定する「増加費用」とは，中止期間中，業務の続行に備える

ため人員，機械器具等を保持するために必要とされる費用，中止に伴い不必要となっ

た人員，機械器具等の配置転換に要する費用，業務を再開するための人員，機械器具

等の配置転換に要する費用等をいう。 

(13) 履行期間の変更 

① 発注者は，受注者から要項第 24 条第１項に規定する履行期間の延長の請求があっ

た場合は，必要があると認められる範囲で，履行期間の延長を承諾するものとする。 

② 要項第 26 条第 2 項に規定する「履行期間の変更事由が生じた日」とは，要項第

18 条においては，発注者が修補の請求を行った日，要項第 19 条第 5 項においては，

特記仕様書若しくは指示を訂正若しくは変更し，又は発注者と受注者との協議が行

われた日，要項第 20 条においては，特記仕様書等の変更が行われた日，要項第 21

条第 2 項においては，発注者が業務の一時中止を通知した日，要項第 22 条第 3 項に

おいては，要項第 22 条第 2 項の特記仕様書等の変更が行われた日，要項第 24 条第

2 項においては，発注者が履行期間の延長の請求を受けた日，要項第 25 条第 1 項に

おいては，受注者が履行期間の短縮又は変更の請求を受けた日，要項第 36 条の 2

第 2 項においては，受注者が業務の一時中止を通知した日をいう。 
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(14) 業務委託料の変更 

  要項第 27 条第 2 項に規定する「業務委託料の変更事由が生じた日」とは，要項第

18 条においては，発注者が修補の請求を行った日，要項第 19 条第 5 項においては，

特記仕様書若しくは指示を訂正若しくは変更し，又は発注者と受注者との協議が行わ

れた日，要項第 20 条においては，特記仕様書等の変更が行われた日，要項第 21 条第

2 項においては，発注者が業務の一時中止を通知した日，要項第 22 条第 3 項において

は，要項第 22 条第 2 項の特記仕様書等の変更が行われた日，要項第 24 条第 2 項にお

いては，受注者が要項第 24 条第 1 項の請求を行った日，要項第 25 条第 2 項において

は，要項第 25 条第 1 項の請求を行った日，要項第 36 条の 2 第 2 項においては，受注

者が業務の一時中止を通知した日をいう。 

(15) 検査 

① 受注者は，業務を完了した場合は，設計業務完了通知書とともに成果物を発注者

に提出し，要項第 31 条第 2 項（要項第 37 条第 1 項又は第 2 項において準用する場

合を含む。）の検査を受けるものとする。 

① 発注者は，要項第 31 条第 2 項（要項第 37 条第 1 項又は第 2 項において準用する

場合を含む。）に規定する検査に当たっては，受注者に対して書面をもって検査日

を通知する。 

（16）業務委託料の支払 

  業務委託料（前払金を含む。）は，受注者からの適法な支払請求書に応じて国立大

学法人愛媛大学財務部財務企画課から１回に支払うものとする。 

（17）業務委託料の前払い 

  保証事業会社と契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業

に関する法律第２条第５項に規定する保証契約を締結し，当該保証証書を添えて，業

務委託料の「10 分の３」以内の額の前払金を請求することができる。 

(18) 前払金保証契約 

  受注者は，第 34 条第 4 項の規定により前払金の超過額を発注者に返還した場合は，

前払金保証契約の保険金額を減額後の業務委託料の 10 分の 4 を下回らない金額に変

更することができる。 

(19) 契約不適合責任 

  要項第 41 条第 1 項に規定する契約不適合責任は，要項第 31 条第 2 項（要項第 37

条第 1 項又は第 2 項において準用する場合を含む。）に規定する検査を受けたことを

もって免れるものではない。 

(20) 履行遅滞の場合における損害金等 

① 要項第 31条第 2項（要項第 37条第 1項又は第 2項において準用する場合を含む。）

に規定する検査に要した日数は，要項第 51 条第 5 項に規定する遅延日数に算入しな

い。 

② 履行期間内に業務が完了し，要項第 31 条第 2 項（要項第 37 条第 1 項又は第 2 項

において準用する場合を含む。）に規定する検査に不合格の場合は，当該業務が完

了した日から契約書記載の履行期限までの日数は，要項第 51 条第 5 項に規定する遅

延日数に算入しない。 
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(21) 発注者の解除権 

  発注者は，要項第 43 条第 1 項第 1 号から第 6 号の規定による契約解除をしようとす

る場合は，明らかに履行不能と認められる場合を除いて，相当の期間を定めて受注者

に催告を行う。 

(22) 解除の効果 

① 契約が解除された場合は，要項第 49 条第 2 項の規定によるときを除いて，契約は

遡及的に無効となり，未だ履行されていない発注者及び受注者の義務は消滅する。 

② 契約が解除された場合は，要項第 49 条第 2 項の規定によるときを除いて，発注者

及び受注者は，それぞれ原状回復義務を負う。 

  

８．その他 

(1) 公共建築設計者情報サービス(PUBDIS)への登録 

  この業務の受注者は，業務内容等について，あらかじめ監督職員の確認を受け，業

務完了後 10 日以内に公共建築設計者情報サービス(PUBDIS)に業務カルテ情報として

登録すること。 

(2)  設計業務成績評定について 

  この業務は，文部科学省が定めた設計業務成績評定要領（平成 20 年 1 月 17 日付け

19 文科施第 369 号）による設計業務成績評定の対象業務である。 
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